


市　税

繰入金

繰越金
分担金および負担金
使用料および手数料

諸収入等
交付金等

県支出金

国庫支出金

市　債

地方交付税

依存財源　66.5%自主財源　33.5% 依存財源　66.5%自主財源　33.5%
計　10億269万円

交通安全対策特別交付金　722万円
配当割交付金　1,610万円
利子割交付金　2,153万円

株式等譲渡所得割交付金　2,268万円
ゴルフ場利用税交付金　5,923万円

地方特例交付金　 9,370万円

地方譲与税
3億6,207万円

地方消費税交付金
2億9,165万円

自動車取得税交付金
1億2,851万円

人件費

公債費

扶助費
普通建設事業費

災害復旧費

補助費等
　積立金
　　維持補修費等

物件費

繰出金

義務的経費
890,578

その他の経費
515,839

投資的経費
532,583

義務的経費
890,578

その他の経費
515,839

投資的経費
532,583
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　平成17年度決算については、昨年9月25日の合併により旧西吉野村および旧大塔村の
行政経費を引き継ぎ、後半の約半年分の経費が加わり決算を行いました。そのため、そ
のまま16年度との数値比較はできませんが、旧2村の年間経費を含めた決算での財政指
標は悪化しており財政状況は大変厳しい状況となっています。そのため、行財政運営の
健全化に向け全庁挙げて行財政改革に取り組んでいます。

　三位一体の改革による地方交付税（臨時財政対策
債含む）の削減や国庫補助金の一般財源化等により
歳入は減少しており、基金の取り崩しおよび市債
の発行により財源を確保するなど大変厳しい財政
状況となっています。

歳　入

　合併に伴う地域間の格差是正事業や合併関連事
業の展開および主要な継続事業の推進を図りまし
た。人件費においては減少となったものの、市債
の元利償還である公債費の伸び等が大きく、経常
収支比率を大きく押し上げており、ひっ迫した財
政状況となっています。

歳　出

　財政運営の状況を示す「実質収支」は、歳入
199億 ５ 千 ４ 百 万 円、 歳 出193億 ９ 千 万 円、 差
引５億６千４百万円となり、翌年度へ繰越した
事業への財源２億１千万円を差引いた実質収支
は３億５千３百万円となり、実質単年度収支は
５億９千百万円の赤字となりました。

実質収支

市 　 民 　 税 12億3,994万円（ 37.7％）
固 定 資 産 税  16億1,878万円（ 49.3％）
軽 自 動 車 税 7,028万円（ 2.1％）
市 た ば こ 税 ２億0,162万円（ 6.1％）
都 市 計 画 税 １億5,675万円（ 4.8％）
市 税 合 計   32億8,738万円（100.0％）

市税決算額

 決算額（万円） 構成比（％）
市　　　税 32億8,738万円 16.5%
繰　入　金 14億3,640万円 7.2%
繰　越　金  5億1,368万円 2.6%

分担金および負担金             4億8,987万円 2.4%
使用料および手数料             3億0,581万円 1.5%

諸 収 入 等 6億4,448万円 3.2%
交 付 金 等                      10億0,269万円 5.0%
県 支 出 金                       9億1,667万円 4.6%
国庫支出金                    15億8,786万円 8.0%
市　　　債 40億7,130万円 20.4%
地方交付税 56億9,761万円 28.6%

計 199億5,375万円 100.0%

歳　入 199億5,375万円

交付金等内訳

歳　出 193億9,000万円
決算額（万円）構成比（%）

人　 件　 費 38億8,194万円 20.0% 義務的経費

公　 債　 費 33億6,301万円 17.3% 義務的経費

扶　 助　 費 16億6,083万円 8.6% 義務的経費

普通建設事業費 52億9,305万円 27.3% 投資的経費

災 害 復 旧 費 3,278万円 0.2% 投資的経費

物 件 費 22億0,997万円 11.4% その他の経費

繰 出 金 19億2,689万円 9.9% その他の経費

補 助 費 等 6億9,996万円 3.6% その他の経費

積 立 金 1億6,950万円 0.9% その他の経費

維 持 補 修 費 等 1億5,207万円 0.8% その他の経費

計 193億9,000万円 100.0%
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［単位：千円］
会　　計　　名 収入済額 支出済額 差　引 翌年度繰越財源 実質収支
一　般　会　計 19,953,749 19,390,000 563,749 210,556 353,193

国民健康保険 3,747,125 3,350,914 396,211 0 396,211
特 簡易水道 723,484 720,347 3,137 1,920 1,217

老人保健 3,687,392 3,662,586 24,806 0 24,806
別 下水道事業 1,644,106 1,626,532 17,574 17,574 0

墓地事業 17,254 16,936 318 0 318
会 介護保険 2,422,166 2,372,719 49,447 0 49,447

大塔診療所 29,726 25,172 4,554 0 4,554
計 農業集落排水事業 64,124 63,220 904 0 904

小　計 12,335,377 11,838,426 496,951 19,494 477,457
合　　　計 32,289,126 31,228,426 1,060,700 230,050 830,650

用語の解説
実質収支　歳入決算額から、歳出決算額

を差し引きさらに翌年度に繰り越すべ
き財源を控除したものです。

財政力指数　財政力を示す指標。１に近
い、あるいは１を超えるほど財政的に
豊かです。

経常収支比率　経常的に入ってくる歳入
が経常的に支出される経費にどれだけ
使われているかを示す指標です。市町
村では75％を上回らないのが望ましい
とされています。

起債制限比率　事業の財源となる市債
の発行を抑制する指標となるもので、
20％以上になると一部借り入れが制限
されます。

繰入金　基金や他会計からの繰入で、基
金からは基金の取り崩しを指します。

市債　建設事業などを行うために国や金
融機関から借り入れるお金です。

義務的経費　歳出のうち、その支出が義
務付けられ、任意に削減できない経費
です。人件費、公債費、扶助費がこれ
にあたります。

人件費　職員給与や議員報酬、各種委員
報酬などです。

公債費　市が借り入れた市債（借金）の今
年度の返済金です。

扶助費　生活保護、児童福祉、老人福祉
などの各種扶助の費用です。

投資的経費　学校や道路の建設、災害復
旧など、将来にわたって残る資本の形
成に使われる経費です。

物件費　庁舎等施設の消耗品や光熱水費、
業務の委託料などの経費です。

繰出金　一般会計から特別会計への繰出
金です。

補助費等　団体への補助金、協議会への
負担金などの経費です。

一般会計　市の行政運営の基本的な経費
を計上した会計です。

特別会計　市が特定の事業を行うために、
一般会計と区分して経理する会計です。

収益的収入と支出　企業の経営活動によ
り発生する収益とそれに対応する費用
です。

資本的収入と支出　企業の将来の経営活
動に備えて行う建設改良費やそのため
に必要な企業債償還金などの支出とそ
の財源となる収入です。

［単位：千円］  

水道
収益的収支 収入 828,542

支出 765,276

資本的収支 収入 92,694 
支出 396,583

［単位：千円.％］
会　　計　　別 残     高 前年度比

一般会計 32,580,956 3.8
簡易水道
特別会計 3,007,191 7.1

下水道事業
特別会計 10,277,664 0.6

大塔診療所
特別会計 1,500 皆増

農業集落排水事業
特別会計 15,000 皆増

水道事業会計 2,870,896 △ 6.1
合        計 48,753,207 2.7

企業会計決算 市債残高状況

［単位：％］
項　　目 平成15年度 平成16年度 平成17年度

財 政 力 指 数 0.435 0.445 0.358
経常収支比率 97.4 102.2 105.5
起 債 制 限 比 率 13.1 14.3 16.8

主な財政指標

［単位：千円］
基金名 平成16年度末 平成17年度中増減 平成17年度末

財政調整基金 2,252,008 △ 682,430 1,569,578
減債基金 979,840 1,030 980,870

公共施設整備基金 1,403,139 △ 699,000 704,139
その他特定目的基金 777,340 1,660 779,000

合　　計 5,412,327 △ 1,378,740 4,033,587

主な基金の状況

主な事業

火葬場建設事業

牧野南近隣公園整備事業

会計別決算

（平成15、16年度は旧五條市の値）
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こんにちは
ルーカス・クラークソン
外国語指導助手（ALT）

です

日本に長年住み、その間友人、知人、更にはほとんど知らない人
からさえ数え切れないくらい多くの親切をいただき、とても幸せだ
と思っています。日本の人々が困っている人を助けるその温かさに
は、しばしば感心します。その上、日本の人々は悩んでいる人に対
して、信じられないくらい広い心で同情します。また、不具合な環
境を少しでも良くしてあげようと、最善を尽くします。しかし国内で
はこんなに優しい日本人が、すぐ隣の国に対してはそうではないの
です。つい最近中国を旅行し、このことを強く考えるようになりま
した。

私が中国を旅しようと思ったのは、全く突然のことでした。中国
の習慣・文化について、ほとんど学習する時間がありませんでした。
それで知っておくと便利な中国語やおすすめの観光地、それにその
土地の人々と交流する際の心得等が載っているガイドブックを買い
ました。これはとても詳しい本でしたが、それでもなぜか何かが足
りないような気がしていました。周りの人々に中国はどんな国だと
思っているかを尋ね、中国に関する有益な情報を得ようとしました。
そんな中で次のようなことを聞きました。
「中国人はとても不作法で、平気で列に割り込んだりする」「子供

も大人もみんなあちこちにつばを吐く」「不潔だ」「トイレにドアが
ない」

私は聞いたことに非常に驚きました。しかし、ステレオタイプ（固
定観念）にも幾分の真実はあるということもわかっているので、と
にかく自分の目で実際に見てみるまで判断を保留しようと思いまし
た。

私は万里の長城への２日間の旅を含め、合計で２週間余り、天津、
北京、上海など中国のあちこち有名な観光地を回りました。私の旅
は素晴らしいもので、言葉の問題はありましたが、私の中国の人々
に対する印象は大変好感の持てるものでした。しかし旅の間中、中
国に来る前に聞いていたことを思い返さずにいられませんでした。
残念なことにそのステレオタイプな見方に、幾分の真実があること
に気づきました。事実、つばをはく人も列に割り込む人も見かけま
した。更にある人々には、「不潔」と感じられてしまうような人も街
の中を歩いていました。しかし、こういう光景を目撃すればするほ
ど、私自身がそれを期待していることに気づきました。つまり自然
と私は、こういうことに目がいくようになっていたのです。そして
こういう光景に出会うと、ある種、納得するようになっていました。
このことが私を悩ませました。というのは、私は新しい土地を旅す
る時、常に先入観を持たないよう努力してきたからです。この時私
は悟りました。ステレオタイプには正しい部分もあるけれど、それ
は決して対象としている人々の大部分を表しているものではない。
つまり、それは全く役に立たないものだと。

最近中国との結びつきを新たにし、過去の政治の行き詰まりを
打開しようという動きがあります。このことが早く実現して欲しい
と思います。でもこれは草の根、つまり両国の一般市民レベルの活
動によって初めて効果を生むものです。まず、両国民がお互いのス
テレオタイプを取り除き、新しい視点からお互いの違いを理解し合
うよう努力をすべきではないでしょうか。

＊この記事は、ＡＬＴの書いた英文を訳したものです。
　英語版は中央公民館にあります。

見方の問題

�国際交流



　11月９日は「119番」の日です。
　この日から15日までの１週間、「消さないで　あなたの心の　注意の火。」を
統一標語に秋の火災予防運動が全国一斉に行われています。
　これからの季節、火を取り扱う機会が多くなるにつれて火災が発生しやすく
なるので、火気の取扱には十分注意し、火災のない町づくりにご協力をお願い
します。

３つの習慣
　○寝タバコは、絶対やめる。
　○ストーブは、燃えやすいものから離れた位置で使用する。
　○ガスコンロなどのそばを離れるときは、必ず火を消す。
４つの対策
　○逃げ遅れを防ぐために、住宅用火災警報器を設置する。
　○寝具や衣類からの火災を防ぐために、防炎品を使用する。
　○火災を小さいうちに消すために、住宅用消火器等を設置する。
　○お年寄りや身体の不自由な人を守るために、隣近所の協力体制をつくる。

秋の火災予防運動実施中

五條市消防本部　☎22・3310

住宅防火　いのちを守る　７つのポイント
−３つの習慣・４つの対策−

灯油缶（ポリ容器）の保管と使用期限の確認

保管　日光に当たらないように保管されていますか？
　ベランダなど雨・風・日光の当たるところに保管されている灯油缶は、性能
が低下していきます。物置のような暗くて温度の低い場所に保管しておくこと
が一番です。ベランダなどに置く場合でも、覆いをして紫外線を遮断するよう
に心がけてください。

確認　お宅では何年使っていますか？
　紫外線の影響を受ける状態で保管された灯油缶は、３年程度で劣化が進み
ます。覆いなどの処置を講じた場合でも、５年を目安に取り替えるのが安全で
す。

◎灯油缶にはガソリンをいれないでください。
　灯油缶には、使用上の注意事項の表示と警告ラベルがはられています。
　よく読んで安全に使用してください。
　※万一、灯油缶で破裂事故等が起こった場合は消防本部に連絡してください。

平成１８年度

防火ポスター入賞者
　五條市消防本部では、五條市
防災協会の協力を得て、毎年、
秋の火災予防運動に併せ、小学
生（４、５、６年）および中学生
を対象に防火ポスターを募集し
ています。
　今 年度も302点の応 募があ
り、審査の結果、特選６点、入
選26点が決定しました。特選者
は次のとおりです。
　なお入賞作品は11月９日（木）
から11月15日（水）まで五條サ
ティに展示します。

【特　選】
栃本瑞希さん（阪合部小学校４年）
今井祐香理さん（北宇智小学校５年）
小林真由美さん（宇智小学校６年）   
谷脇恭祐さん（五條中学校１年）
辻内翼さん（五條東中学校２年）           
川嶋麻友美さん（五條中学校３年）

小学生の部特選　小林　真由美さん

中学生の部特選　谷脇　恭祐さん

五條市消防本部・五條市消防団

�



木造住宅の耐震診断について
　阪神淡路大震災では、昭和５６年５月以前の旧耐震基準で建てられた木造住宅の倒壊が多く見られました。こ
のことから五條市では、大規模地震に備えた地域作りの第一歩として、木造住宅の耐震診断事業を行います。

■補助の条件は以下に該当する家屋とします
　①　昭和56年５月３１日以前に建築された在来軸組工法の木造住宅
　②　延べ床面積250㎡以下
　③　地階を除く階数が２以下のもの
　④　その他の条件に関しては問い合わせてください 

■診断の経費は一件１万円です
　耐震診断料３万円のうち２万円を補助します

■その他
　▽申請に関する書類などは庶務課で配布します。申請を希望する場合はまず庶務課まで連絡してください。
　▽耐震診断は耐震診断技術者として奈良県に登録された診断員が自宅に訪問して行います。直接業者に依頼し

た耐震診断は補助の対象になりませんので注意してください。
　▽平成18年度は20件の耐震診断を行う予定です。希望する場合は早めに申請を行ってください。
　▽申請締切　11月30日（木）

■申込・問合先　庶務課交通防災係　　（内線２３６）本

五條中央公園　記念植樹にご協力を
　五條中央公園整備等推進委員会では、平成２１年度に完成する五條中央公園内にサクラ・モミジの記念植樹を
行います。
　公園に、ご家族やご友人との様々な記念として、みなさんからサクラやモミジの寄付を募集します。
■植樹場所　 五條市五條 4丁目五條中央公園建設地内
■募集本数　100本
■応募対象　市内に在住の人、市内の事業所または団体で先着順　＊ただし１人（１団体）につき３口まで
■寄付金額　サクラ（高さ3.5ｍ×直径6cm）　21,000円
　　　　　　モミジ（高さ3.0ｍ×直径4cm）　18,000円
■募集期間　平成１９年３月末日まで（平成19年２月から４月まで随時植込）
■植樹後の管理　植樹後は五條市で管理を行います。
　また、記念樹には、お名前、植樹日、メッセージ（○○記念など）を入れたネームプレートを設置します。
■申込方法　電話またはFAXで住所・氏名・電話番号・木の種類・あれば記念日（出産記念・結婚記念など）を
　書いて申し込んでください。
＊寄付金は公園緑地課事務所へ直接持参するか、または郵便局（後日振込用紙を発送）で振り込んでください。
▽振込先
　加入者　五條中央公園等整備推進委員会
　口座番号　14510-16275621（電信振替でお願いします。） 
■申込・問合先　「五條中央公園等整備推進委員会　記念樹の係」事務局
　　　　　　　　〒６３７−００３５　五條市霊安寺町２２０５−１　五條市役所公園緑地課内
　　　　　　　　☎２２・４７７９　FAX ２２・４７９５
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　五條市と河内長野市、橋本
市では、互いの地域交流を促
進するためスタンプラリーを
行います。観光名所や施設に
設置したスタンプを各市１つ
ずつ集めて応募すると、抽選
で特産品などの賞品が当たり
ます。

■応募期間　１１月１日（水）〜１２月２８日（木） 
■スタンプ設置場所（五條市内）  五條文化博物館、まちな

み伝承館、西吉野きすみ館、賀名生の里歴史民俗資料館、
道の駅「吉野路大塔」、大塔温泉「夢乃湯」（その他の場所
など詳細については問い合わせてください）

■応募方法  スタンプを押した応募用紙に、必要事項を記入
して河内長野市企画課へ郵送するか【12月28日（木）当
日消印有効】または、12月28日（木）までに市役所本庁
企画調整課の応募箱へ入れてください。

＊応募用紙は、上記スタンプ設置場所および市役所本庁総
合案内窓口で配布します。

■問合先  企画調整課　　（内線２１４）

五條地区11月は年金月間です！
　年金月間は、国民の一人ひとりが年金を身近で大切なものとして考え、公的年金制度の意義や役割についての
正しい知識と年金行政についての理解と信頼を深めていただくことにより、一人ひとりに年金制度への参加意識
を持っていただくことを目的としています。

　公的年金制度は「世代間扶養」の仕組み、すなわち「世代と世代の支えあい」を基本理念として成り立っています。
年金は、現役世代の納める保険料が今の高齢世代を支え、いずれは現役世代も孫の世代に支えてもらうことに
なります。また、老後だけでなくいつおこるかわからない万が一の時に備え、みんなで支えあう制度です。

○毎週月曜日に時間延長・休日に年金相談を行います
■日時
　▽毎週月曜日の時間延長（午後７時まで受付時間を延長します） 
　　11月６日（月）、11月13日（月）、１１月20日（月）、１１月27日（月）
　▽休日の年金相談　（午前９時３０分〜午後４時） 
　　11月11日（土）、11月25日（土） 
■場所　県内各社会保険事務所（奈良年金相談センターを除く）

○休日に国民年金保険料の納付相談会を行います
■日時　１１月１２日（日）、１１月２５日（土）、１１月２６日（日）午前９時３０分〜午後４時
■場所　県内各社会保険事務所（奈良年金相談センターを除く）

ぜひ、豊かな老後を送るためにも、この機会にあなたやご家族の年金についてみんなで考えていきましょう。
　　　　　　　　　　　　　　　　明日のあなたを考えて……
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年金はあなたが主人公です

■問合先　奈良社会保険事務局年金課
　　　　　☎０７４２・３２・０５０５　http://www.sia.go.jp
　　　　　市民課年金係　　（内線２６８、３７０）本

　市役所本・支所担当窓口、取扱金融機関お
よび郵便局で納付してください。
　納税は便利で確実な口座振替（自動払込）
をご利用ください。
　各税目の納期限については、納付書で確認
してください。

■問合先
　保険課保険税係　　（内線２６６、３６８） 

11月は

国民健康保険税（第5期）

の納期です。

本

本

�
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　五條吉野地域が有する自然、歴史、文化などの地域の魅力
を再発見することを目的に、７月中旬から五條吉野地域12市
町村で開催された「五條・吉野魅惑体験フェスティバル」が10
月22日吉野川大川橋付近の河川敷で最終日を迎えました。こ
の日はフィナーレイベントとして、“五條・吉野『おいしい市にち』”
と銘打ち、会場いっぱいに12市町村の「うまいもの」が集合。
黒豚やキノコなど各地の秋の味覚を取り入れた「みわく鍋」が
振る舞われたり、特産品の販売所が設けられました。また各
地の芸能やラジオの公開録音やカボチャの重量コンテストな
どがおこなわれ、市内外から訪れた人々を楽しませました。

笑い声があふれた会場

平成18年度五條市敬老会が中央体育館・西吉野コミュニティ
センター、大塔町のふれあい交流館の各会場で行われ、合わ
せて1400人が出席しました。
この会には満75歳以上の皆さんを招待し、長寿をお祝いす
るとともに、長年のご苦労に敬意と謝意を表すため開催され、
今年米寿を迎えた121人にお祝いの品が贈られました。
また、演芸なども行われ、出席者は楽しい時間を過ごしま
した。

敬老会に1,400人が出席

五條・吉野魅惑体験フェスティバル

　また、フィナーレのプレイベントとして21日、「五
條の燈花会・あかねジャズライブ」が吉野川新町の
河川敷で開催されました。夕暮れとともに河川敷
に設置されたろうそく3000本に参加者らによって
火がともされ、ライブもスタート。河原で繰り広げ
られる４組の出演者が奏でるビートと光の共演に観
客は魅了されました。

みんなでつくろう安心の街

10月11日から20日までの10日間、地域安全運動が全国一斉
に実施され、五條市でも、「みんなでつくろう安心の街」をスロー
ガンにさまざまな運動が展開されました。
初日の１１日には、天誅組保存会のメンバーが天誅組の志士
に扮して、市役所前で出陣式を行い、市内金融機関などを回
り啓発活動を行いました。また14日には、野原公民館で五條
地方地域住民安全集会を開催し、地域安全の功労者に表彰な
どが行われました。

地域安全運動展開

各地の“うまいもの”大集合

五條・吉野魅惑体験フェスティバル

五條の燈花会とあかねジャズライブ

音と光の共演

�五條ニュース



秋空のもと廃線跡を歩く

およそ70年前に着工されながら、完成することが無かった
五新鉄道跡を歩く「まぼろしの五新鉄道ウォーキング」が９月
24日に開催され、市内外から約200人が秋空のもと廃線跡を
歩きました。
西吉野町の賀名生の里歴史民俗資料館をスタートした参加
者は五新鉄道跡の賀名生バス停から五新鉄道跡に入り城戸バ
ス停までの往復８キロのコースを歩き、普段は歩くことのでき
ない廃線跡の風景を楽しみました。

幻の五新鉄道ウォーキング

雨にも負けずゴールイン！

10月１日にチャレンジウォーク2006が開催されました。
チャレンジコース（42.195km）は午前６時、ファミリーコー
ス（21.0975km）は午前８時30分に小雨の降る中スタート。
傘をさしたりカッパを着たりの道中でしたが、沿道の皆さん
の心温まる声援や励ましを受け、参加者682人の内567人が完
歩しました。
チャレンジウォーク開催にあたり、雨にもかかわらず交差点
での安全確保・誘導、コース周辺の清掃、ほっと一息の飲みも
のの提供、疲れた体においしい「ぜんざい」の炊き出しなど、チャ
レンジウォークを支えてくださったボランティアの皆さん、コー
ス周辺の住民の皆さんご協力ありがとうございました。

チャレンジウォーク2006

持てる力を存分に発揮

五條市民体育大会が10月８日、上野公園多目的グラウンド
で開催されました。
大会当日は晴天に恵まれ、五條中学校の生徒たちによる集
団演技にはじまり、徒競走や綱引き・リレー、今年から新しく
加わったジャンボ縄跳びなどの競技種目に参加者は、地区の
代表選手として自分の力を思う存分発揮しました。
結果は次のとおりです。なお今大会より総合優勝、準優勝、
３位の表彰は行わず種目別に各組１位を表彰しました。

第48回五條市民体育大会

▽小学生女子低学年200ｍリレー
	【Ａ組優勝】阿太地区	 【Ｂ組優勝】田園地区
▽小学生女子高学年400ｍリレー
	【Ａ組優勝】五條西地区	 【Ｂ組優勝】阪合部地区
▽小学生男子低学年200ｍリレー
	【Ａ組優勝】北宇智地区	【Ｂ組優勝】阪合部地区
▽小学生男子高学年400ｍリレー
	【Ａ組優勝】西吉野地区	 【Ｂ組優勝】宇智地区
▽中学生女子400ｍリレー
	【Ａ組優勝】五條西地区	 【Ｂ組優勝】北宇智地区
▽中学生男子800ｍリレー
	【Ａ組優勝】宇智地区	 【Ｂ組優勝】阪合部地区
▽ジャンボ縄跳び
	【Ａ組優勝】五條西地区	 【Ｂ組優勝】あづみ台地区
▽たるころがし
	【Ａ組優勝】宇智地区	 【Ｂ組優勝】田園地区
▽おそうじ上手
	【Ａ組優勝】阪合部地区	 【Ｂ組優勝】南宇智地区
▽ボールといっしょ
	【Ａ組優勝】阪合部地区	 【Ｂ組優勝】南宇智地区

▽２人３脚リレー
	【Ａ組優勝】田園地区	 【Ｂ組優勝】北宇智地区
▽成年男女混合リレー	 【優勝】五條西地区
▽おさるのかごやリレー
	【Ａ組優勝】あづみ台地区	【Ｂ組優勝】阪合部地区
▽むかでリレー
	【Ａ組優勝】阪合部地区	 【Ｂ組優勝】宇智地区
▽女子29歳以下100ｍ徒競走
	【Ａ組優勝】五條西地区	 【Ｂ組優勝】宇智地区
▽女子30歳以上100ｍ徒競走
	【Ａ組優勝】宇智地区	 【Ｂ組優勝】南宇智地区
▽男子30歳以上100ｍ徒競走
	【Ａ組優勝】牧野地区	 【Ｂ組優勝】野原地区
▽男子29歳以下200ｍ徒競走
	【Ａ組優勝】五條西地区	 【Ｂ組優勝】宇智地区
▽女子年代別リレー	 【優勝】田園地区
▽男子年代別リレー	 【優勝】五條西地区
▽綱引き	 【優勝】南宇智地区
▽職場対抗リレー	 【優勝】五條市消防本部Ａチーム
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五條ロータリークラブ

秋の交通安全運動にあわせて、五條ロータリークラブより交
通安全啓発看板が寄贈されました。子供たちが事故にあわな
いように、この看板は市内の交通危険箇所に設置されます。

交通安全啓発看板を寄贈

平成１８年度　「森の名手・名人１００人」に選定
社団法人国土緑化推進機構が行っている「森の名手・名人
100人」に、大塔町惣谷在住の新子薫さんが選定されました。
この選定は、森や山にかかわる職業や地域生活に密着した
営みのうち、すぐれた技をもってその業を究め、ほかの技術・
技能者、生活者たちの模範となっている達人たち「森の名手・
名人」を広く知ってもらうことにより、「森を再生していくさま
ざまな技術の大切さ」や「山とかかわり続けていくことの豊か
さ」をひろめ、あわせて、その技をはぐくんできた地域の自然
と当地の気風を守り育てていくことを目的としています。

新子さんは、古くより栗などの雑木を材料に手彫
りの杓子や椀を作る「木地師」で、35年ほど前にテ
レビで取り上げられて以来、全国各地の百貨店で毎
月実演販売を続けていましたが、年を重ねられたこ
とから近年はほぼ受注で生産されています。伝統工
芸としてマスコミから取材を受ける事も多く、年に
数回の催しなどで出品販売をされることもあり、好
評を得ています。

知事表彰を受賞
五條市校区補導会連絡協議会会長、並びに野原校区補導会会長の髙崎明雄さんが「奈
良県青少年の健全育成に関する条例」に基づき、このほど知事表彰を受賞されました。
これは、補導会会長として、地域の青少年の安全確保や非行防止など、県の青少年
健全育成に多大の貢献が認められたことによるものです。

五條市ソフトテニス協会会長杯
　第21回五條市ソフトテニス協会会長杯が９月23日、24日の両
日、上野公園テニスコートで開催され、参加した136人の選手が
熱戦を繰り広げました。結果は次のとおりです。（敬称略）	
▽中学生男子の部
【優　勝】大垣秀斗、吉岡大貴（五條西中学校）
【準優勝】中村仁紀、土井亮太（五條西中学校）
▽中学生女子の部
【優　勝】井藤皐、中むつ美（五條東中学校）
【準優勝】芝田礼、中村美季（五條東中学校）
【３　位】中西舞、長谷川真衣（野原中学校）												
【３　位】長谷川真子、佐久間陽子（野原中学校）

▽高校生・一般の部
【優		勝】西本悠太（明日香クラブ）、石井基博（五條市ソフトテニス協会）
【準優勝】辻森佑太（大阪経済大学）、田中良知（姫路獨協大学）
【３		位】丸橋章司、川上直樹（五條市ソフトテニス協会）
【３		位】木村茂和、久保雅彦（五條市ソフトテニス協会）
▽高校・一般女子の部
【優		勝】東山乃り子、井藤理沙（五條市ソフトテニス協会）
【準優勝】中美穂（同志社女子大学）、仲本悠（京都女子大学）
【３　位】楠本賀世子（五條市ソフトテニス協会）、高橋美穂（五條高校）
▽シニア・ＯＧの部
【優　勝】山田英男、川合素代（五條市ソフトテニス協会）
【準優勝】馬場隆昭、天野美智子（五條市ソフトテニス協会）

新子　薫さん

髙崎明雄さん
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人権週間
毎年、12月４日から10日までは人権週間です。
人権はみんなが持つもの、守るもの、お互いに相手の立場を理解し豊かな人間
関係をつくりましょう。

人権講演会　人権を確かめあう市民のつどい
■日時  １２月９日（土）午後１時受付、１時30分開会
■場所  市民会館大ホール
■講師  桑原  征平  さん
■テーマ  「差別のない社会をめざして」〜私の取材手帳から〜

■問合先　生涯学習課　　（内線818、824）
■主催　五條市  五條市教育委員会
　　　　五條市人権啓発推進本部
　　　　五條市人権教育推進協議会
■共催　五條市立中央公民館利用団体協議会

平成１８年度啓発活動重点目標

育てよう　一人一人の　人権意識
　“思いやりの心・かけがえのない命を大切に”

▽「女性の人権を守ろう」

▽「子どもの人権を守ろう」

▽「高齢者を大切にする心を育てよう」

▽「障害のある人の完全参加と平等を実現しよう」

▽「部落差別をなくそう」

▽「アイヌの人々に対する理解を深めよう」

▽「外国人の人権を尊重しよう」

▽「HIV感染者やハンセン病患者等に対する偏見をな

くそう」

▽「刑を終えて出所した人に対する偏見をなくそう」

▽「犯罪被害者とその家族の人権に配慮しよう」

▽「インターネットを悪用した人権侵害は止めよう」

▽「性的指向を理由とする差別をなくそう」

▽「ホームレスに対する偏見をなくそう」

▽「性同一性障害を理由とする差別をなくそう」

▽「北朝鮮当局による人権侵害問題に対する認識を深

めよう」

◎人権週間における特設人権相談所開設
　人権擁護委員および法務局職員による人権相談所
　相談は無料で、秘密は守られますのでお気軽にご相

談ください。
■日時　12月４日（月）午前10時〜午後３時
　　　　＊ふれあい交流館は午後１時〜３時
■場所　奈良地方法務局五條支局（新町３丁目３−２）
　　　　田園公民館（田園４丁目１４−３）
　　　　須恵公民館（須恵３丁目４−44）
　　　　宗桧公民館（西吉野町城戸27）
　　　　ふれあい交流館（大塔町宇井94）
■問合先
　奈良地方法務局五條支局　☎２２・２４８４
○五條市の人権擁護委員（敬称略）
　馬塲　 子　（黒駒町） ☎２５・２６９０
　平井　圭信　（丹原町） ☎２２・１３８６
　川村　家廣　（西吉野町） ☎３３・０６５８
　中田　良子　（大塔町） ☎３６・０２３３
　古渕　文雄　（野原中２丁目） ☎２２・３６２１
　梅山　晃　　（大塔町） ☎３５・０１０８
　佐久間　英光（中之町） ☎２３・０４１８
　森本　シズヱ（本町２丁目） ☎２２・３７５５
　亀谷　璋　　（今井３丁目） ☎２４・２１６４
　 　　洋子　（近内町） ☎２２・５３２６
　片山　 彦　（西吉野町） ☎３３・０７７８

桑原  征平さん

桑原  征平（くわばら  しょうへい）
　1969年  関西テレビ放送株式会社入社
　　「ハイ！土曜日です」で「征平の挑戦」を担当
　　アカプルコ死のダイビングやライオンとの格闘で命知らず　
　のアナウンサーの異名をとる
　2004 年５月  同社を定年退職
　2006年４月  大阪芸術大学教授に就任
▽主な出演番組
　「ＧＯ！ＧＯ！ガリバーくん」（関西テレビ）
　「夜明けのテレショップ」（関西テレビ）
　「桑原征平の粋も甘いも」（ＡＢＣラジオ）

他  ＫＢＳ京都、テレビ大阪の番組にも出演
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カルム五條では、赤ちゃんからお年寄り
まですべての市民の方の健康相談を受け
つけています。
お気軽にご利用ください。

カルム五條
（保健福祉センタ−）
☎２２・４００１
内線２８９，２９０
FAX２２・６５８５

成人対象

健康づくり
市民公開講座

〜あなたはどれくらい脳卒中のことを知っていますか〜
　高齢化社会が進むにつれて、増えている脳卒中。脳卒中の危険因子や前ぶれはどん
なものなのか、また治療法や発作を起こしたときの対処法は？

■日時　１２月３日（日）午後１時３０分〜３時
■場所　カルム五條多目的ホール 
■テーマ　「脳卒中　ここが知りたい！」
　＊こういう人がなりやすい　＊これが前ぶれだ
　＊こうすれば防げる　　　　＊最新の治療方法など
■講師　星田徹先生（奈良県立五條病院院長）
■参加費　無料
■申込方法　11月30日（木）までに申し込んでください。
■申込・問合先　保健福祉センター成人保健係（内線２９０） 

お知らせ

在宅当番医の変更 　11月の休日在宅当番が次のとおり変更になります。

■問合先　保健福祉センター庶務医療係（内線288）

１１月12日（日） 中谷医院
近内６３１−４ ☎２２・４５３７

１１月１９日（日） 中谷内科医院
野原西４丁目４−３ ☎２２・３６８３

■問合先　青少年センター　☎２４・３００４

子供は地域の宝です。

警察の被害相談窓口
　犯罪に巻き込まれることは、大変つら
く悲しいことです。
　また、犯罪の被害後も精神的、経済
的問題など深刻な状況に直面する被害
者が多くおられることも事実です。
　警察では、少しでも被害者の心の支え
になればとの願いで、犯罪や困りごと相
談を受けています。

○五條警察署「ナポ君相談コーナー」

○奈良県警察本部
　▼ナポ君相談コーナー
 ＃９１１０（プッシュ式）
　▼暴力１１０番
　▼ヤング・いじめ１１０番
　▼中南和少年サポートセンター
　▼性犯罪被害１１０番
　▼悪質商法１１０番
　▼覚せい剤１１０番
○民間被害者支援団体
　「なら犯罪被害者こころの支援センター」

○その他、警察が行っている被害者の方のためのさま
　ざまな施策や制度もあります。
■問合先　五條警察署「ナポ君相談コーナー」
　　　　　☎２３・０１１０（内線２１６）

子供の安全を守るため、
気にかけ　目にかけ　声をかけ

すべての子供を見守ろう！

子供見守る 地域の目

ありがとう

☎２３・０１１０（内線２１６）

☎０７４２・２３・１１０８

☎０７４２・２５・０１１０
☎０７４２・２２・０１１０
☎０７４４・２７・４５４４
☎０７４２・２４・４１１０
☎０７４２・２４・９４４１
☎０７４２・３３・１８１８

☎０７４２・２４・０７８３

（「子供の安全」に関する入選標語）

1�カルムのひろば



五
條
児
童
館『
ク
リ
ス
マ
ス
の

集
い
』参
加
者
募
集

■
日
時
お
よ
び
対
象
児

▽
幼
児
の
部　

12
月
８
日（
金
）午
前

10
時
〜
11
時
す
ぎ
（
幼
児
に
つ
い

て
は
付
き
添
い
必
要
）

▽
小
学
生
の
部　

12
月
９
日（
土
） 

午
前
10
時
〜
11
時
す
ぎ

▽
保
育
所
･
幼
稚
園
児
の
部　

12
月

９
日（
土
）午
後
１
時
〜
２
時
す
ぎ

■
場
所　

五
條
児
童
館 

（
市
役
所
本

庁
北
側
）

■
定
員　

幼
児
の
部
＝
50
人
、
小
学

生
の
部
＝
1
0
0
人
、
保
育
所
・

幼
稚
園
児
の
部
＝
1
0
0
人（
会

場
の
都
合
に
よ
り
先
着
順
）

■
内
容　

歌
、
ゲ
ー
ム
、
サ
ン
タ
さ

ん
か
ら
の
プ
レ
ゼ
ン
ト
ほ
か

■
参
加
費　

子
供
１
人
に
つ
き

2
0
0
円

■
申
込
方
法  

11
月
30
日（
木
）ま
で

に
参
加
費
を
添
え
て
直
接
児
童
館

ま
で
来
館
し
て
く
だ
さ
い
。

■
申
込
・
問
合
先

　

五
條
児
童
館（
市
役
所
本
庁
北
側
）

☎
２
２
・
２
２
２
８

第
23
回
市
民
卓
球
大
会

■
日
時　

12
月
３
日（
日
）午
前
９
時

か
ら

■
場
所　

宇
智
体
育
館

■
参
加
資
格　

市
内
に
在
住
ま
た
は

市
内
に
職
場
を
有
す
る
人

■
種
別　

シ
ン
グ
ル
ス
、
ダ
ブ
ル
ス

（
男
女
混
合
）

■
参
加
料　

無
料

■
申
込
方
法　

出
場
者
の
氏
名
、
住

所
、
年
齢
、
会
社
名（
学
校
名
）ま

た
は
ク
ラ
ブ
名
、
代
表
者
の
電
話

番
号
等
連
絡
先
を
明
記
し
次
ま
で

フ
ァ
ッ
ク
ス
し
て
く
だ
さ
い
。（
個

人
参
加
も
可
）

■
申
込
締
切　

11
月
24
日（
金
）

■
そ
の
他　

ゼ
ッ
ケ
ン
は
、縦
15
㎝
、

横
20
㎝
で
上
に
姓
、
下
に
ク
ラ
ブ

名
を
記
入
し
、背
に
つ
け
る
こ
と
。

■
申
込
・
問
合
先

　

峯
野
博
己

　

☎
2
5
・
2
2
8
5

　

F
A
X
2
5
・
2
2
8
5

第
21
回
五
條
市

サ
ッ
カ
ー
協
会
会
長
杯

■
開
催
日　

12
月
17
日（
日
）

　

＊
予
備
日
＝
12
月
24
日（
日
）

■
場
所　

上
野
公
園
多
目
的
グ
ラ
ウ

ン
ド

■
部
門　

①
小
学
生
低
学
年
の
部
、

②
小
学
生
高
学
年
の
部
、
③
中
学

生
の
部
、
④
一
般
の
部（
高
校
生

を
含
む
）、
⑤
一
般
女
子
の
部（
高

校
生
を
含
む
）

＊
な
お
一
般
の
部
参
加
チ
ー
ム
に
つ

い
て
は
、
１
チ
ー
ム
３
，
０
０
０

円
の
参
加
費
が
必
要
で
す
。

■
申
込
締
切　

11
月
30
日（
木
）

■
そ
の
他　

一
般
の
部
に
つ
い
て
は

12
月
８
日（
金
）午
後
７
時
30
分
か

ら
牧
野
公
民
館
で
抽
選
会
を
行
い

ま
す
。

■
申
込
・
問
合
先

　

五
條
市
サ
ッ
カ
ー
協
会
事
務
局

（
大
谷
）　

☎
２
２
・
２
６
６
７

親
子
ふ
れ
あ
い
広
場

（
料
理
教
室
）

　

親
子
で
力
を
合
わ
せ
て
料
理
に
挑

戦
し
て
み
ま
せ
ん
か
。

■
日
時　

12
月
10
日（
日
）午
後
１
時

30
分
〜
３
時
30
分

■
場
所　

中
央
公
民
館

■
定
員　

先
着
８
組（
五
條
市
に
在

住
の
小
学
生
お
よ
び
中
学
生
と
そ

の
保
護
者
）

■
テ
ー
マ　

親
子
で
楽
し
む
簡
単
手

作
り
お
や
つ
（
ク
レ
ー
プ
、
栗
よ

う
か
ん
）

■
指
導
者　

田
中
孝
佳
先
生（
田
中

ク
ッ
キ
ン
グ
教
室
）

■
参
加
費　

１
，
3
0
0
円（
材
料

費
１
，
０
０
０
円
、
利
用
団
体
連

絡
協
議
会
会
費
３
０
０
円
）

■
持
ち
物　

エ
プ
ロ
ン
、
タ
オ
ル
、

三
角
き
ん
、
筆
記
用
具

■
申
込
方
法　

11
月
30
日（
木
）ま
で

に
参
加
費
を
添
え
て
中
央
公
民
館

へ
申
し
込
ん
で
く
だ
さ
い
。
た
だ

し
、
定
員
に
な
り
次
第
締
め
切
り

ま
す
。

■
申
込
・
問
合
先

　

中
央
公
民
館

　

☎
２
４
・
２
０
０
１

コ
ン
テ
ナ
ガ
ー
デ
ン
講
座

　

季
節
の
訪
れ
を
コ
ン
テ
ナ
の
中
で

楽
し
み
ま
せ
ん
か
。

■
日
時　

12
月
18
日（
月
）午
前
10
時

〜
11
時
30
分

■
場
所　

中
央
公
民
館

市立五條文化博物館
平成１８年度秋季企画展

五條を掘るⅢ
−荒坂瓦窯群発掘調査速報−

○記念講演会
■日時　１１月12日（日）午後２時30分〜４時
■場所　市立五條文化博物館１階研修室
■定員　60人（事前に申し込んでください）
■テーマ　飛鳥の古代寺院と荒坂瓦窯群（仮題）
■講師　泉森皎先生（龍谷大学講師）

○発掘調査報告会
■日時　１１月12日（日）午後1時30分〜2時15分
■会場　市立五條文化博物館１階研修室
■定員　60人（事前の申し込みは不要です）
■報告者　前坂尚志（本館学芸員）
※講演会・報告会とも観覧料で聴講できます

企画展は１２月１０日（日）まで開催します
■申込・問合先
　市立五條文化博物館　☎２４・２０１１■会場　市立五條文化博物館３階特別展示室

1�



催し

37回37回

五條市農林産物品評会

11月18日(土）・１９日(日）
皆さんのご来場をお待ちしています。

■日時　11月18日（土）、19日（日）
　　　　午前９時〜午後４時（19日は午後３時まで）
　　　　▽表彰　11月19日（日）午後１時から
　　　　▽出品物即売会　11月19日（日）午後２時から
■場所　中央体育館
■催し物　園芸品即売会、乳製品試飲コーナー、堆きゅう肥即売、ＪＡ
　　　　　女性部バザー、豚肉コーナー、鶏卵の即売会、お茶室コーナー
　　　　　もちまき（18日、午後２時から）

■問合先　農林課農林係　　（内線２７２）

柿の里まつり

柿にちなんだイベント盛りだくさん。
■日時　11月19日（日）
　　　　午前９時〜午後３時
■場所　JAならけん西吉野柿選果

場（西吉野町奥谷１９５５）
■内容　柿の直売、模擬店、大鍋、

西吉野の特産品販売、柿
を使ったゲーム大会ほか

■参加費　無料
■問合先　ＪＡならけん西吉野柿部

　会青年部
　　　　　☎３４・０１４８

■
定
員　

先
着
20
人（
五
條
市
に
在

住
ま
た
は
勤
務
の
成
人
）

■
テ
ー
マ　

年
末
、
年
始
を
彩
る
晴

れ
や
か
な
コ
ン
テ
ナ
ガ
ー
デ
ン

■
指
導
者　

青
木
恵
子
先
生

■
参
加
費　

２
，
３
０
０
円（
材
料

費
２
，
０
０
０
円
、
利
用
団
体
連

絡
協
議
会
会
費
３
０
０
円
）

■
持
ち
物　

ガ
ー
デ
ン
グ
ロ
ー
ブ

（
軍
手
）、
筆
記
用
具
、
作
品
持
ち

帰
り
用
袋
ス
コ
ッ
プ
、
古
新
聞

■
申
込
方
法　

11
月
30
日（
木
）ま
で

に
参
加
費
を
添
え
て
中
央
公
民
館

へ
申
し
込
ん
で
く
だ
さ
い
。
た
だ

し
、
定
員
に
な
り
次
第
締
め
切
り

ま
す
。

■
そ
の
他　

託
児
有
り
（
２
歳
以
上

就
学
前
の
幼
児
・
要
予
約
・
無
料
）

■
申
込
・
問
合
先

　

中
央
公
民
館

　

☎
２
４
・
２
０
０
１

五
條
ド
レ
ス
メ
ー
カ
ー
専
門

学
校
創
立
70
周
年
記
念
講
習

　
「
手
作
り
ベ
ス
ト
で
自
分
流
」の
お

し
ゃ
れ
を
楽
し
み
ま
し
ょ
う
。

■
日
時　

11
月
20
日（
月
）〜
12
月
６

日（
水
）

　

午
前
の
部
＝
午
前
９
時
30
分
〜
正

午
、
午
後
の
部
＝
午
後
１
時
〜
３

時
30
分（
た
だ
し
日
曜
・
祝
日
は

休
講
）

　

＊
作
品
は
５
回
の
講
習
で
完
成
し

ま
す
。

■
場
所　

五
條
ド
レ
ス
メ
ー
カ
ー
専

門
学
校（
五
條
１
丁
目
２
ー
８
）

■
定
員　

25
人（
未
経
験
者
歓
迎
）

■
テ
ー
マ　

重
ね
着
を
楽
し
む
ベ
ス

ト
作
り

　

①「
Ｇ
ジ
ャ
ン
風
ベ
ス
ト
」ま
た
は

②「
ス
タ
ン
ド
カ
ラ
ー
の
前
フ
ァ

ス
ナ
ー
あ
き
」を
選
ん
で
く
だ
さ

い
。
サ
ン
プ
ル
は
五
條
ド
レ
ス

メ
ー
カ
ー
ウ
イ
ン
ド
ウ
に
展
示

■
指
導
者　

平
岡
照
子
先
生（
五
條

ド
レ
ス
メ
ー
カ
ー
専
門
学
校
校

長
）ほ
か
３
人

■
費
用　

３
，
５
０
０
円（
材
料
費
）

よ
り

■
申
込
方
法　

11
月
13
日（
月
）ま

で
に
同
校（
☎
2
2
・
2
3
9
8
）

ま
た
は
同
校
校
長
宅（
☎

２
２
・
２
７
７
２
）に
電
話
で
申
し

込
ん
で
く
だ
さ
い
。

■
そ
の
他　

申
込
者
に
は
同
校
で
11

月
13
日（
月
）か
ら
15
日（
水
）に
説

明
会（
デ
ザ
イ
ン
・
布
の
希
望
・

採
寸
）を
実
施
。

■
問
合
先

　

五
條
ド
レ
ス
メ
ー
カ
ー
専
門
学
校

☎
２
２
・
２
３
９
８

第
18
回
舞
踊
親
睦
発
表
会

　

中
央
公
民
館
を
は
じ
め
と
す
る
市

内
の
各
公
民
館
等
で
舞
踊
を
学
ぶ

人
々
、お
よ
び
先
生
が
発
表
す
る「
第

18
回
舞
踊
親
睦
発
表
会
」を
開
催
し

ま
す
。

■
日
時　

12
月
３
日（
日
）午
前
10
時

〜
午
後
４
時

■
場
所　

市
民
会
館
大
ホ
ー
ル

■
入
場
料　

無
料

■
発
表
者　

惣
楽
社
中
、今
田
社
中
、

辻
本
社
中
、
脇
本
社
中
、
芳
本
社

中
、
西
村
社
中
、
刀
谷
社
中
、
福

岡
社
中
、
玉
井
社
中

■
問
合
先

　

中
央
公
民
館

　

☎
２
４
・
２
０
０
１

自
衛
官
各
種
採
用
試
験

■
２
等
陸
・
海
・
空
士

▽
受
付
期
間　

12
月
上
旬
ま
で

▽
試
験
日　

12
月
上
旬

▽
受
験
資
格　

18
歳
以
上
27
歳
未
満

の
男
性

▽
待
遇
等　

初
任
給
1
5
7
，

5
0
0
円（
９
か
月
後
１
７
２
，

１
０
０
円
に
昇
給
）、
賞
与
年
２

回（
俸
給
の
４
．
５
倍
）、
完
全
週

休
２
日
制

■
陸
・
海
・
空「
自
衛
隊
生
徒
」

▽
受
付
期
間　

11
月
１
日（
水
）〜
平

成
19
年
１
月
９
日（
火
）

▽
試
験
日　
（
一
次
）平
成
19
年
１
月

13
日（
土
）、（
二
次
）平
成
19
年
１

月
26
日（
金
）〜
29
日（
月
）

▽
受
験
資
格　

17
歳
未
満
の
男
子
で

中
学
校
卒
業（
見
込
）者

▽
そ
の
他　

修
学
年
限
４
年
、
卒
業

時
３
等
陸
・
海
・
空
曹

■
問
合
先

　

自
衛
隊
五
條
地
域
事
務
所

　

☎
２
２
・
３
７
８
９

明
日
香
養
護
学
校
体
験
学
習

　

奈
良
県
立
明
日
香
養
護
学
校
で

1�お知らせ



　「広報五條」は原則新聞折り
込み（ただし全国紙等）で配布
します。新聞を購読していない、
または新聞広告等が折り込まれ
ていない世帯については、個別
発送希望の申請を行ってくださ
い。
インターネットの五條市ホームページ
（http://www.city.gojo.lg.jp/）
にも「広報五條」を掲載してい
ます。

は
、
平
成
19
年
度
に
入
学（
転
入
学
）

を
希
望
す
る
障
害
の
あ
る
児
童
・
生

徒
と
そ
の
保
護
者
に
対
し
て
、
本
校

の
肢
体
不
自
由
教
育
に
つ
い
て
の
理

解
と
認
識
を
深
め
て
い
た
だ
く
た

め
、
体
験
入
学
を
行
い
ま
す
。

■
中
学
部

▽
日
時　

12
月
５
日（
火
）午
前
９
時

〜
午
後
１
時（
給
食
試
食
を
行
い

ま
す
）

▽
場
所　

県
立
明
日
香
養
護
学
校

▽
対
象　

肢
体
不
自
由
を
有
す
る
小

学
６
年
生
と
保
護
者
お
よ
び
関
係

者
■
高
等
部

▽
日
時　

12
月
８
日（
金
）午
前
９
時

〜
午
後
１
時（
給
食
試
食
を
行
い

ま
す
）

▽
場
所　

県
立
明
日
香
養
護
学
校

▽
対
象　

肢
体
不
自
由
を
有
す
る
中

学
３
年
生
と
保
護
者
お
よ
び
関
係

者
■
申
込
・
問
合
先

　

奈
良
県
立
明
日
香
養
護
学
校　

〒
6
3
4
ー
0
1
4
1　

高
市
郡

明
日
香
村
川
原
４
１
０

　

☎
０
７
４
４
・
５
４
・
３
３
８
０

山
林
の
手
入
れ
を
行
う
と
補

助
金
が
受
け
ら
れ
ま
す

　

五
條
市
内
の
山
林
を
区
域
と
す
る

五
條
市
森
林
組
合
で
は
、
間
伐
補
助

金
の
申
請
受
け
付
け
を
行
っ
て
い
ま

す
。
生
活
環
境
を
守
る
上
で
山
林
の

整
備
、
特
に
人
工
林
の
間
伐
整
備
は

大
変
重
要
で
す
が
、
手
入
れ
の
遅
れ

た
山
林
が
多
く
見
受
け
ら
れ
ま
す
。

こ
れ
ら
の
山
林
に
つ
い
て
、
本
人
ま

た
は
組
合
へ
の
委
託
に
よ
り
間
伐
作

業
を
行
う
と
、
そ
の
費
用
に
対
し
奈

良
県
か
ら
補
助
金
が
受
け
ら
れ
ま

す
。

　

対
象
と
な
る
山
林
は
林
齢
が
11
年

生
か
ら
60
年
生
で
、
面
積
は
０
．
１

ヘ
ク
タ
ー
ル
以
上
と
な
っ
て
い
ま

す
。
詳
細
に
つ
い
て
は
問
い
合
わ
せ

て
く
だ
さ
い
。

■
申
込
・
問
合
先

　

五
條
市
森
林
組
合　

五
條
市
西
吉

野
町
城
戸
１
２
５　

〒
６
３
７
ー

０
２
３
０

　

☎
３
３
・
０
０
０
１

老
人
憩
の
家
送
迎
バ
ス
日
程

変
更
に
つ
い
て

　

老
人
憩
の
家
送
迎
バ
ス
日
程
が
次

の
通
り
変
更
に
な
り
ま
す
。

▽
Ｂ
コ
ー
ス
＝
12
月
19
日（
火
）→
12

月
22
日（
金
）

▽
Ｃ
コ
ー
ス
＝
11
月
28
日（
火
）→
11

月
24
日（
金
）

▽
Ｄ
コ
ー
ス
＝
11
月
14
日（
火
）→
11

月
17
日（
金
）

▽
Ｅ
コ
ー
ス
＝
12
月
５
日（
火
）→
12

月
25
日（
月
）

■
問
合
先

　

老
人
憩
の
家

　

☎
２
３
・
０
４
3
1

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

（
敬
称
略
）

《
善
意
銀
行
》

ア
ー
ト
ト
ラ
ッ
ク
フ
ァ
ミ
リ
ー
こ

も
の
ク
ラ
ブ（
大
塔
町
）

津
田
和
典（
今
井
）

川
井
吉
一（
霊
安
寺
町
）

し尿くみ取りのお知らせ
〈五條地区・西吉野地区〉 〈大塔地区〉

　12月に入ると、し尿くみ取
りの依頼が集中します。年内
にくみ取りを希望する場合は、
できるだけ早めに担当業者に
依頼してください。

■問合先
　衛生センター
　☎２２・４４４１

　12月のくみ取りについて
は、次の日程を予定していま
すので、業者へ直接依頼してく
ださい。

１２月１２日（火）
１２月２１日（木）

※当日の受付はできません。
■申込・問合先
　ダイワクリーンサービス
　☎０７４５・５２・３３７２
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